
伊自良南小学校ＰＴＡ規約

第１章 名称及び事務局

第 １ 条 本会は伊自良南小学校ＰＴＡという。
第 ２ 条 本会は事務局を伊自良南小学校に置く。

第２章 目的及び活動

第 ３ 条 本会は、「家庭と学校と社会における児童の健全な育成をはかる」ことを目
的とする。

第 ４ 条 本会は、前条の目的をとげるために、会員相互の学習その他必要な活動を協
力して行う。
１、学校、家庭、社会における児童の福祉を推進する。
２、会員の教養を高め、かつ民主教育の理解を深める。
３、学校と家庭との連絡を密にし、児童の心身の健全な発達をはかる。
４、会員の協力によって学校の教育環境を改善する。

第３章 方 針

第 ５ 条 本会は教育を本旨とする民主団体として、次の方針に従って活動する。
１、児童の教育ならびに福祉のために活動する他の団体及び機関と必要に応じ
て協力する。

２、特定の政党や宗教にかたよることなく、また、もっぱら営利を目的とする
ような行為は行わない。

３、本会は、自主独立のものであって、他のいかなる団体の支配、統制、干渉
をも受けない。

４、本会は、教育問題について意見を述べ討議はするが、学校の管理や教員の
人事には干渉しない。

第４章 会 員

第 ６ 条 本会の会員は、伊自良南小学校に在籍する児童の保護者及び学校の教職員で
ある。

第 ７ 条 本会の会員は、会費を納めるものとする。会費の金額及び納入方法について
は総会において決める。

第５章 経 理

第 ８ 条 本会の活動に要する経費は、会費、補助金及びその他の収入によって運用さ
れる。

第 ９ 条 本会の経費は、総会において議決された予算に基づいて執行される。
第１０条 本会の決算は、会計監査を経て、総会において報告され承認を得なければな

らない。
第１１条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終わる。

第６章 役 員

第１２条 本会の役員は、会員の中から次の通り定める。
１、会 長 １名
２、副会長 ２名
３、書 記 ２名 内１名は教員
４、会 計 ２名 内１名は教員

第１３条 役員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。但し、
再任を妨げない。

第１４条 役員の任務は次の通りである。
１、会長は、本会を代表し会務を整理する。
２、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
３、書記は、総会並びに各種会議の正確な記録を保管し、必要に応じて公開す
る。

４、会計は、金銭の出納を司り、受領書ならびに費用の正確な記録を保管し、
必要に応じて公開する。

５、第１２条で定めた役員は、第１４条２項から４項に掲げる任務の遂行が事
故等の事由により困難を極めた場合、その任務を兼任することができるもの



とする。
第１５条 学校長及び教員は、各会議、委員会に出席し、審議に参加して意見を述べる

ことができる。
第１６条 会長の諮問機関として、顧問を置くことができる。

第７章 会計監査委員

第１７条 本会の会計を監査するため、会計監査委員1名を置く。
第１８条 会計監査委員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年とする。

但し、再任を妨げない。
第１９条 会計監査委員は、必要に応じて監査し、定期総会にその結果を報告するもの

とする。定期総会に出席できない場合は、書面にて報告し、代読は総会議長と
する。
会計監査委員は、必要に応じて執行部会に出席することができる。

第８章 代議員・家庭教育委員

第２０条 本会の活動を行うために、代議員５名、家庭教育委員６名を置く。
第２１条 代議員、家庭教育委員の任期は、毎年４月１日から翌年３月３１日までの１

年とする。
第２２条 各委員の任務については、細則によりこれを定める。

第９章 役員・会計監査委員・代議員長・家庭教育委員長の選出

第２３条 各地区毎に本部役員候補者１名、代議員１名を会員より選出する。必要に応
じて顧問の応援を得る。
本校の校区外から通学する児童の保護者については、以下（１）（２）のと

おりに扱う。
（１）当該児童が大門、藤倉、大森、小倉、洞田地区のいずれかの通学班に

所属する場合には、その地区の選出対象者に含む。
（２）当該児童がスクールバス送迎などで、いずれの通学班にも所属しない

場合には、学校の所在地である大森地区の選出対象者に含む。

第２４条 役員は、本部役員候補者の互選により選出し、総会において承認を得るもの
とする。

第２５条 会計監査委員は、会長が指名し、総会において承認を得るものとする。
第２６条 代議員長１名、副代議員長１名を、互選により選出する。
第２７条 各学級より、学級長１名と副学級長１名を選出し、学級長が家庭教育委員を

兼ねる。
家庭教育委員長１名、副委員長１名を互選により選出する。

第１０章 総 会

第２８条 総会は、全会員をもって構成され、この会の最高議決機関である。
第２９条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は、年度初めと年度末に開

催することを原則とし、臨時総会は、執行部会が認めた時に開催する。
第３０条 １、年度初め総会に審議すべき事項は次の通りとする。

ア、前年度事業、決算の報告並びに承認
イ、本年度予算の審議並びに承認
ウ、本年度事業計画の審議並びに承認
エ、その他重要事項

２、年度末総会に審議すべき事項は次の通りとする。
ア、次年度役員、会計監査委員の承認
イ、その他重要事項

第３１条 総会の議事は、出席者の過半数で決まる。

第１１章 役員会、執行部会、委員会

第３２条 １、役員会は役員をもって構成し、会長がこれを招集する。
２、役員会の審議事項は次の通りである。
ア、執行部会で協議すべき事項
イ、事業計画、予算の調整
ウ、その他重要事項

３、緊急止むを得ない場合は、役員会での審議事項について、執行部会を経ず
して執行できるが、それ以後の執行部会で承認を得なければならない。

第３３条 １、執行部会は、役員、代議員長、家庭教育委員長をもって構成し、会長がこ



れを招集する。
２、執行部会の審議事項は次の通りである。
ア、総会で審議すべき議案
イ、事業計画の推進、予算の執行に関わること
ウ、その他重要事項

第３４条 本会に、代議員会、家庭教育委員会を設ける。
委員会の活動内容は細則によりこれを定める。

第１２章 付則

第３５条 本会の規約改正は、総会において、出席会員の３分の２以上の賛成を得なけ
ればならない。語句等の軽微な変更は執行部会で決定できる。

第３６条 本会の規約は、昭和４７年４月１日より施行する。

昭和５６年４月２２日一部（第１３,２３,２４条）改正
平成３年１２月１日一部（第１８,１９,２６,２９,３０,３１条）改正
平成１１年４月２１日一部（第２９条）改正
平成１４年４月１９日一部（第２７条）改正
平成１６年２月２７日一部（第６条３）改正
平成１７年１２月７日一部（第１９,２０,２２,２３,２４,２５,２９,３０,３１条）改

正
平成２３年３月４日一部改正（第１４条５追加）
平成２５年４月２２日一部（第３０条３、３１条１）改正
平成２５年４月２４日一部（第１９条、第３１条３・４）改正
平成２６年４月２５日一部（１９条、第３１条）改正
平成２８年４月２２日一部（１８条）改正
平成３１年３月１日一部（６条、１８～３６条）改正

令和３年１月２９日一部（２３条）改正

細 則

第 １ 条 各委員会の活動内容を次のように定める。また、各委員の任期は１年とする。

１、 代議員会

○地区の会員と執行部との間の連絡や調整に関すること

○資源回収に関すること

○美化活動に関すること

○「ふれあい学習」の活動に関すること

○保護者による登校指導など、子ども会育成会と連携した活動に関すること

○学校の交通安全教育への協力と、児童の校外における交通安全対策に関す

ること

２、家庭教育委員会

○学級懇談会等の企画運営に関すること

○家庭教育（家庭学習、情報モラルなど）に関すること

第 ２ 条 会長は、必要に応じて執行部会の承認を得て、特別委員会を設けることがで

きる。

第 ３ 条 学校の環境整備に関わる奉仕作業は、会長の招集する執行部会において審議

し、企画・ 運営する。

〔平成３年１２月１日一部（１,３条）改正〕

〔平成１７年１２月７日改正〕

〔平成２５年４月２２日一部（１条）改正〕

〔平成２６年４月２５日一部（１条２・４）改正〕

〔平成２８年４月２２日一部（１条１・２）改正〕

〔平成３１年３月１日一部（１条１・２）改正〕




